
高浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートより避難を実施。

たかはま

避難先(県内避難)
敦賀市

【佐分利地区】
（敦賀市立敦賀西小学校、他2か所）
【名田庄地区】

（旧敦賀市立葉原小学校、他３か所）

主な代替経路
国道27号⇒国道303号⇒国道161号⇒国道8号
※その他代替経路として、府道・県道１号（小浜綾部線）
等を設定

主な避難経路②
国道27号

主な避難経路①
国道27号⇒小浜西ＩＣ⇒舞鶴若狭自動車道
⇒敦賀ＩＣ

県外避難

主な避難経路③
国道27号⇒府道28号⇒舞鶴東ＩＣ⇒舞鶴若狭自動車道

※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定

広域避難先(県外避難)
兵庫県

県外避難先
【和田地区】
さん だ し

三田市（駒ヶ谷運動公園、他3か所）
【高浜地区】
宝塚市（東公民館、他６か所）
猪名川町（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、他２か所）
【青郷地区】
宝塚市（県立宝塚高等学校、他７か
所）
【内浦地区】
三田市（駒ヶ谷運動公園）
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若狭町UPZから避難先施設までの主な経路
わか さ
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートより避難を実施。

避難先(県内避難)
越前町

【みそみ地区】
（越前町立宮崎小学校、他１０か所）
【三方地区】
（福井県立丹生高等学校、他６か所）
【西田地区】

（織田健康福祉センター、他２か所）
【鳥羽地区】
（越前町立織田小学校、他２か所）
【瓜生地区】
（越前町立越前中学校、他２か所
【三宅地区】

（越前町営越前体育館、 他５か所）
【野木地区】

（越前町立城崎小学校 他３か所）

主な代替経路
国道303号⇒国道161号⇒国道8号⇒敦賀ＩＣ
⇒北陸自動車道⇒武生ＩＣ

主な避難経路①
県道216号⇒舞鶴若狭自動車道⇒北陸自動車道
⇒武生IC

主な避難経路②
国道27号⇒国道8号⇒国道305号

主な避難経路③
国道303号→国道161号→名神高速道路
→中国自動車道
※その他代替経路として、国道１６２号等を設定

広域避難先(県外避難)
兵庫県

【みそみ地区】
三木市（口吉川町公民館、他１０か所）
【三方地区】

三木市（自由が丘公民館、他２か所） 篠山市（篠山総合スポーツ
センター、他５か所）

加東市（やしろ国際学習塾） 丹波市（山南農業者等体育施設、
他３か所）
【西田地区】
丹波市（三塚ふれあいセンター愛育館、他２か所）
【鳥羽地区】
西脇市（黒っこプラザ、他４か所）
【瓜生地区】
加西市（市民会館、他８か所）
【三宅地区】

加東市（滝野総合公園体育館） 小野市（コミュニティーセンター
下東条、他１か所）
【野木地区】

小野市（兵庫県立小野高等学校、他3か所）

県外避難
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美浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
み はま
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 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ルートより避難を実施。

主な避難経路②
国道27号⇒国道8号⇒敦賀IC⇒北陸自動車
道⇒国道158号

避難先(県内避難)
大野市

【東地区】
（エキサイト広場総合体育施設、他3か所）

【耳地区】
（上庄公民館他8か所）

【西郷地区】
（有終東小学校他2か所）

主な避難経路①
若狭美浜・若狭三方IC ⇒舞鶴若狭自動車道
⇒北陸自動車道⇒福井IC下車⇒国道158号
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UPZから県外避難先施設までの広域避難経路

代替避難経路
国道303号→国道161号→名神
高速→中国自動車道→山陽自
動車道

主な避難経路
府道・県道１号（小浜綾部線）⇒大飯高
浜ＩＣ⇒舞鶴若狭自動車道

主な避難経路
国道27号⇒府道28号⇒舞鶴東ＩＣ⇒舞鶴若狭

自動車道

主な避難経路
国道162号→府道12号→国道
27号→国道173号→国道171号

主な避難経路
県道小浜綾部線 →国道27号→国道173号→

国道176号

主な避難経路
国道162号⇒府道12号⇒国道
27号⇒国道9号⇒福知山ＩＣ⇒
舞鶴若狭自動車道

姫路市・朝来市・

豊岡市・市川町・福
崎町・養父市・新温
泉町・三木市・加東
市・丹波氏・西脇市・
加西市・小野市

三田市・猪名川町・
川西市・伊丹市

 ○～○頁までに示した県外避難の場合における主な広域避難経路。
 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、予め複数の経路及び避難先を設定。

赤字の部分は避難ルートの
記載がなかったため内閣府
が追記いたしました。ご確認

ください。

【スライド追加】

府県外避難を実施する際、避難先施設において駐車場確保が困
難である等の場合には、「車両一時保管場所※」を設置する。
※自家用車からバスへの乗換、避難先施設への振分け場所等の機能を担う場
所として、災害の状況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地を予め準備
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